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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月26日(2013.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　このような不正行為に対処すべく、近年では、基板ボックスに、固有の識別情報を有す
るシールを第１ケース部材と第２ケース部材とに跨って貼り付けるようにしたものが提案
されている（例えば、特許文献１参照）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　ところで、上記特許文献に記載された制御装置は、該制御装置を識別可能な固有の情報
を有するシールを露出した状態で貼着しているため、不正行為者が再利用目的でシールを
不正に剥がし易い。そこで、シールを保護するカバーを装着することが考えられるが、単
にカバーを装着しただけでは、不正行為者がシールを損傷させずにカバーを取り外し、露
出したシールをきれいに剥がしてしまう虞がある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、シールの不
正な再利用を阻止することが可能な遊技機を提供しようとするものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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　本発明は、上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載のものは
、遊技制御実行用の電子部品が実装された制御基板と、該制御基板を内部に収納するため
の基板ボックスとからなる制御装置と、該制御装置を識別可能な固有の識別情報を有する
シールと、を備え、前記基板ボックスには、前記シールを貼着するための貼着部を備えた
遊技機において、
　前記貼着部に装着されて当該貼着部に貼着された前記シールを被覆することが可能なカ
バー部材と、
　該カバー部材を所定方向にスライドさせることで前記基板ボックスから取り外し可能と
するカバースライド機構と、
　前記貼着部に貼着された前記シールを切って破壊するためのシール破壊機構と、を備え
、
　前記シール破壊機構は、
　前記カバー部材のスライド方向に沿って前記貼着部に形成される破壊用凹部と、
　前記カバー部材に形成されて前記破壊用凹部内を移動可能な破壊用凸部と、を備え、
　前記シールは、前記破壊用凹部を覆う状態で前記貼着部に貼着され、
　前記破壊用凸部は、前記カバー部材が前記貼着部に装着された常態においては、前記破
壊用凹部に進入しない位置に配置され、前記カバー部材が前記所定方向にスライドすると
、前記破壊用凹部内を移動して前記シールのうち前記破壊用凹部を覆う部分を切って破壊
することを特徴とする遊技機である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項２に記載のものは、前記基板ボックスは、第１ケース部材と第２ケース部材とを
有し、
　前記第１ケース部材と前記第２ケース部材とを閉状態で固着して封止するための第１封
止機構と、
　前記第１封止機構の破壊後に前記第１ケース部材と前記第２ケース部材とを閉状態で固
着して再封止するための第２封止機構と、備え、
　前記第２封止機構を前記第１封止機構よりも破壊し難い構成としたことを特徴とする請
求項１に記載の遊技機である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明によれば、制御装置を識別可能な固有の識別情報を有するシールの不正な再利用
を阻止することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　そして、遊技盤５の裏面のうち、裏機構盤１８の開口窓部１９から臨む部分に、略矩形
状の大きな遊技盤カバー２８を備えた裏側ベース２９と横長な装着ベース３０とを上下に
並べた状態で配置し、上側の裏側ベース２９の内部には、サブ制御装置の一種である演出
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制御装置（図示せず）を装着し、下側の装着ベース３０の裏面側には、メイン制御装置で
ある遊技制御装置３２（本発明における制御装置に相当）を着脱可能な状態で装着してい
る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　次に、遊技制御装置３２について説明する。
　遊技制御装置３２は、遊技盤５の左右方向に沿って延在する薄い箱状のユニットであり
、図３に示すように、透光性を有して内部を透視可能な樹脂製（例えば無色透明な樹脂製
）の基板ボックス３４と、該基板ボックス３４内に収容された矩形状の制御基板３５と、
当該遊技制御装置３２を識別するための電子タグシール３６（本発明におけるシールに相
当）と、該電子タグシール３６を保護する保護カバー部材（カバー部材）３７とを備えて
構成されており、制御基板３５にはＣＰＵ等からなる遊技制御実行用の電子部品３５ａや
配線接続用の配線コネクタ３５ｂを実装している。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　左側封止ユニット４７Ｌは、第１ケース部材４１と第２ケース部材４２とを閉状態で固
着して封止するための左側封止機構６６（本発明における第１封止機構の一種）と、該左
側封止機構６６の破壊後に第１ケース部材４１と第２ケース部材４２とを閉状態で再固着
して再封止するための左側再封止機構６７（本発明における第２封止機構の一種）とを上
下に並んだ状態で備え、左側封止機構６６を基板ボックス３４の下寄りに配置するととも
に左側再封止機構６７を基板ボックス３４の上寄りに配置している。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　右側封止ユニット４７Ｒは、第１ケース部材４１と第２ケース部材４２とを閉状態で固
着して封止するための右側封止機構８６（本発明における第１封止機構の一種）と、該右
側封止機構８６の破壊後に第１ケース部材４１と第２ケース部材４２とを閉状態で再固着
して再封止するための右側再封止機構８７（本発明における第２封止機構の一種）とを上
下に並んだ状態で備え、右側封止機構８６を基板ボックス３４の下寄り（貼着ベース４４
寄り）に配置するとともに右側再封止機構８７を基板ボックス３４の上寄りに配置してい
る。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技制御実行用の電子部品が実装された制御基板と、該制御基板を内部に収納するため
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の基板ボックスとからなる制御装置と、該制御装置を識別可能な固有の識別情報を有する
シールと、を備え、前記基板ボックスには、前記シールを貼着するための貼着部を備えた
遊技機において、
　前記貼着部に装着されて当該貼着部に貼着された前記シールを被覆することが可能なカ
バー部材と、
　該カバー部材を所定方向にスライドさせることで前記基板ボックスから取り外し可能と
するカバースライド機構と、
　前記貼着部に貼着された前記シールを切って破壊するためのシール破壊機構と、を備え
、
　前記シール破壊機構は、
　前記カバー部材のスライド方向に沿って前記貼着部に形成される破壊用凹部と、
　前記カバー部材に形成されて前記破壊用凹部内を移動可能な破壊用凸部と、を備え、
　前記シールは、前記破壊用凹部を覆う状態で前記貼着部に貼着され、
　前記破壊用凸部は、前記カバー部材が前記貼着部に装着された常態においては、前記破
壊用凹部に進入しない位置に配置され、前記カバー部材が前記所定方向にスライドすると
、前記破壊用凹部内を移動して前記シールのうち前記破壊用凹部を覆う部分を切って破壊
することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記基板ボックスは、第１ケース部材と第２ケース部材とを有し、
　前記第１ケース部材と前記第２ケース部材とを閉状態で固着して封止するための第１封
止機構と、
　前記第１封止機構の破壊後に前記第１ケース部材と前記第２ケース部材とを閉状態で固
着して再封止するための第２封止機構と、備え、
　前記第２封止機構を前記第１封止機構よりも破壊し難い構成としたことを特徴とする請
求項１に記載の遊技機。
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